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                             第５２号議案  

   藤枝市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例  

 藤枝市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和62年藤枝市条例第４号）の一部

を次のように改正する。  

第３条第２項を次のように改める。  

２  感染症防疫作業手当は、次に掲げる場合に支給する。  

 ⑴  職員が感染症の予防及び感染 症の患 者に 対する 医 療に 関 す る 法律 （ 平成

10年法律第 114号）に定める感染症のうち一類感染症及び二類感染症並びに

これ らに相当するものとして規則で定める感染症 が 発 生 し 、 又 は 発 生する

おそ れのある場合において、感染症の病原体を有 す る 者 若 し く は そ の疑い

のあ る者の予防、救治又は感染症の病原体の付着 し た 物 件 若 し く は その疑

いのある物件を処理する作業に従事したとき。  

 ⑵  職員が新型コロナウイルス感 染症（ 新型 コロナ ウ イル ス 感 染 症を 指 定感

染症 として定める等の政令（令和２年政令第 11号 ） 第 １ 条 に 規 定 す るもの

をい う。以下同じ ｡)から市民等の生命及び健康を 保 護 す る た めに 、 新 型コ

ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 患 者 又 は そ の 疑 い が あ る 者 （ 以 下 「 患 者 等 」 と い

う ｡)に接して行う作業及びこれ らの 者が 使用し た 物 件 の 処 理作 業 の ほ か市

長が必要と認める作業に従事したとき。  

第３条中第３項を削り、第４項を第３項とする。 

別表中 

「  

保 健 衛 生 業

務 に 従 事 す

る 職 員 の 特

殊勤務手当  

感染症防疫作業手当  患家 1戸につき 1,000円  

防 疫 等 作 業

手当  

第 ３ 条 第 ４

項 第 １ 号 の

作業  

作 業 に 従 事 し た 日 １ 日 に つ き  380

円  

ただし、著しく危 険であると 規則 で

認める作業に従事 した場合に あっ て

は、当 該額にその 100分の 100に 相当

する額を加算した額  

第 ３ 条 第 ４

項 第 ２ 号 の

作業  

作業に従事した日1日につき 290円  

」  
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を  

「  

保 健 衛 生 業

務 に 従 事 す

る 職 員 の 特

殊勤務手当  

感 染 症 防 疫

作業手当  

第 ３ 条 第 ２

項 第 １ 号 の

作業  

患家１戸につき  1,000円  

第 ３ 条 第 ２

項 第 ２ 号 の

作業  

作業に従事した日１日につき 

3,000円  

ただし、患者等の体に接触して又は

これらの者に長時間にわたり接して

行う作業のほか市長が必要と認める

作業に従事した場合にあっては、当

該額に1,000円を加算した額 

防 疫 等 作 業

手当  

第 ３ 条 第 ３

項 第 １ 号 の

作業  

作業に従事した日１日につき 380

円  

ただし、著しく危険であると規則で

認める作業に従事した場合にあって

は、当該額にその100分の 100に相当

する額を加算した額  

第 ３ 条 第 ３

項 第 ２ 号 の

作業  

作業に従事した日１日につき 290

円  

」  

に改める。  

   附  則  

こ の 条例は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市 職 員 の 特 殊勤 務 手 当に関

する条例の規定は、令和２年４月７日から適用する。  

 


